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簡易水道たより
令和２年（2020）10月

【第２号】

簡易水道とは…給水人口が101人以上5000人以下である水道により、水を供給する事業（水道法より）

簡易水道事業審議会を開催しました

使用料金の減額を実施しました（藤野地区）

市ホームページの水道情報を充実しました

市設置浄化槽を使用されている方は、簡易水道の使用を開始、廃止、休止、再開する際は、浄化槽
の手続きもお忘れなく！（問合せ先：津久井下水道事務所 ℡042-780-1410）

コロナウイルス感染拡大防止の措置として、藤野地区の方を対象に、第１・２期分の使用
料を１０％減額しておりましたが、第３期（１０月末納期限）から通常料金になります。

水道施設の情報や水道の使用を開始・廃止・中止・再開する際の諸手続きなどについての
情報を充実し、見やすくしました。【 →まちづくり＞水道】

学識経験のある方や地域の代表者、公募の市民の方で構成する簡易水道審議会を設置し、
今後の事業経営のあり方などについてご意見を伺います。

第３期（８・９月分）の納入期限は、１０月３１日です
【編集・発行】相模原市都市建設局道路部津久井土木事務所簡易水道班 〒252-5172 神奈川県相模原市緑区中野633 ☎042-780-8210

～ 簡易水道広報担当【Ｔ（ティー）】の施設紹介 ～
広報担当【Ｔ】として、今年からみなさまに災害時の節水のお願いや簡易水道たよりをお配りし

てるところですが、施設の紹介コーナーを今回新たに追加しました！今回は配水池についてご紹介
します。（次回は写真やイラスト付きで掲載予定、乞うご期待…）

Ｑ_配水池ってなに？ Ａ_ 水道水を配るために浄水（作った水）を 貯めている施設のこと！

第１回簡易水道審議会は７月９日に開催し、簡易水道事業の概要や主な課題について説
明を行い、今後の取組などについて審議をしていただきました。（当日の議事録は、市
ホームページをご参照ください） ※第２回は１０月に開催予定

津久井土木事務所の２つの班で水道業務を行ってます！

４月から新しく「簡易水道班」を設置して、水道事業の業務体制を強化しています。

〇簡易水道班（４名）

津久井総合事務所（中野）で事業経営に関する財
政経理業務などを行っています。
水道使用料などに関するお問い合わせはこちらへ

水源や浄水場など水道施設の日常管理業務を行って
おり、緊急時でも職員が２４時間体制でみなさんの
水道を守っています。
これまでの窓口業務も行っています。

〇藤野班（４名）

【津久井総合事務所 別館２階 ℡042-780-8210】
【藤野総合事務所 ３階 ℡042-687-5512】

かんすい（簡易水道）まめ知識

１㎥（1000リットル）の水を作るにはいくらかかるの？

①給水人口が少ないため、使用料金による収入が少ない
（年間 21,132千円）

②水源や浄水施設、配水池が点在し、また、老朽化している
ため、維持管理の費用が高い
（年間 104,192千円）

③小規模水道を市営簡易水道へ統合する整備費用に発行した
多額の市債（借金）の返済額（利子含）が多い
（年間 23,887千円）

相模原市 ☞ 385円
神奈川県 ☞ 153円
全国平均 ☞ 167円

＊実際の料金収入からの
使用者負担相当分は69円で、
不足分（316円）は、
市民の皆さんからの税金など
で補填しています

比較すると… なぜこんなに高いの？

※金額は、平成30年度簡易水道事業特別会計決算より

【お願い】


